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■    ワンストップ移動相談所
あ き た 企 業 活 性 化 セ ン タ ー か ら の お 知 ら せ

お 問 い 合 せ TEL 018 - 86 0 -5610　 FA X 018 - 86 3 -239 0総務相談グループ 総合相談担当

プ ラ ザ 通 信PLAZA COMMUNICATION

■  あきた産業デザイン支援センターが「企画展示コーナー」を開設！
あ き た 企 業 活 性 化 セ ン タ ー か ら の お 知 ら せ

お問い合わせ 総務相談グループ
知財・デザインセンター担当

TEL 018 - 86 0 -5614　　FA X 018 - 86 3 -239 0
Ema i l　in fo@idsc -ak i t a . ne t

言葉だけではイマイチわかりにくい「デザイン」。
秋田の素材、技術を使い、使い手目線でデザイン
された商品の実例を「見て」「知って」もらうこ
とで、デザインを活用した商品開発、企業が益々
盛り上がるよう開設しました。
ぜひご覧ください！

どんなものが見られるの？

近年の県内企業によるグッドデザイン賞受賞商品や、地
場産業やクリエーターによる日用のデザインの逸品を、
企画テーマによりセレクトし、不定期で展示します。
あきた産業デザイン支援センターの支援事例の解説展
示も予定しています。

 相談したいけど「秋田市まで行くのは大変」
 という企業の皆様へ。
 相談員が県内各地に出張します。

県内各地で開催
　県内企業の皆様が 抱える様々な目的・課 題の解
決、事業 推 進をスピーディーにお手 伝いするため、
県内各地域で開設している「ワンストップ移動相談
所」。
　開催は毎週火曜日（原則）の10:00～15:00で、会
場は秋田市（秋田地域振興局管内）を除く7つの地域
振興局。平成28年度は、各地域振興局7回ずつ合計
49回の開催。相談を希望する方は、3日前までお申し
込みを（ただし、事前申し込みは相談を効率的に行う
ためであり、事前申し込みが無くても当日の相談は可
能）。

相談内容
経営全般、資金関係、設備関係、技術関係、人材育
成、新商品開発、新分野進出、創業、その他

今後のスケジュール
鹿 角 地 域 振 興 局 … 2/7、3/28
北秋田地域振興局 … 2/21
山 本 地 域 振 興 局 … 3/14
由 利 地 域 振 興 局 … 3/7
仙 北 地 域 振 興 局 … 2/28
平 鹿 地 域 振 興 局 … 2/14
雄 勝 地 域 振 興 局 … 3/21

  1月10日は、仙北地域振興局（大仙市）に開設。こ
の日、会場に訪れたのは、美郷町の「企業組合美郷
ストロベリー」。イチゴの販路拡大および加工につ
いて相談した。
　「美郷ストロベリー」は、2013年に美郷町の農家5
人で設立。生食用イチゴの生産・販売のほか、加工
用として急速冷凍したイチゴの販売も行っている。
市場や農協へ出荷する生産農家や、イチゴ狩りが
体験できる観光農園とも違う、消費者への直売にこ
だわった独自のスタイルで経営を続けている。

　減農薬、無化学肥料で、高品質で完熟の甘いイチ
ゴの栽培に取り組んできた結果、生産体制はだい
ぶ整ってきました。
　次の課題は、販路拡大。完熟イチゴの販売・発送
に適したパッケージの開発、販売先の開拓などに取
り組んでいます。
　ワンストップ移動相談所は、課題解決のための情
報収集に度々利用しています。今月中には、専門家
派遣事業を活用した指導も受ける予定です。企業や
消費者などの情報を積極的に得ながら、商品開発、
販路拡大を続けていきたいと思っています。

相談事例
企業組合美郷ストロベリー

事業者の声
企業組合美郷ストロベリー　金子嘉伸さん

※個人間の苦情処理やトラブル等の私的な内容は除きます

相談 風 景。相談 所は、
リラックスして話ができる
雰囲気。相談員と会話をし
ながら解決方法を探る。

完熟イチゴを特殊冷凍
した新商品。冷凍した果実
は、サクサクと噛める軟ら
かな食感。今後の売り出し
方を模索中。
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課題解決、事業推進を

スピーディーにサポート

１月～２月は「めでたいデザイン」をテーマに、
祝事にちなんだ商品をセレクトし展示ご紹介しています。

ものづくり展 示ホール[ 県 庁第２庁 舎１階 ]
[開 館時間] 9 :0 0 ～16:0 0  （土日祝日を除く）

■    設備投資は割賦販売・リースで！～設備貸与制度のご案内～

あ き た 企 業 活 性 化 セ ン タ ー か ら の お 知 ら せ

お問い合わせ 経営支援グループ 設備貸与・研究開発資金担当　 　 TEL 018 - 86 0 -5702　　FAX 018 - 86 0 -5612

※小規模企業者とは常時使用する従業員が20人（商業又はサービス業を主たる事業としている場合は５人）以下の方です。
○信用保証協会の保証枠外、金融機関借入枠外で利用できるので、運転資金やその他の資金に余裕ができます。  ○割賦損料・リース料率は固定なので、安心して長期事業計画がたてられます。

秋田県内に機械設備を設置する中小企業者
土地、建物、リース賃 貸を除く設備
10 0万円～１億円
原則１名（法人企業は代表者、個人事業主は申請者本人以外の方１名）

６ヶ月据え置き後
元金均等半年賦払い 毎月払い

不要貸与額の10％等

７年以内 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年6,000万円超の
場合は10年以内

6,000万円超の場合は
１年据え置きも選択可
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割賦・リースの要件 割賦契約

2.20％ 2.970％ 2.275％ 1.853％ 1.576％ 1.373％

2.950％ 2.256％ 1.831％ 1.554％ 1.354％

2.990％ 2.296％ 1.868％ 1.592％ 1.390％

2.969％ 2.274％ 1.850％ 1.573％ 1.371％

1.80％
2.50％
2.10％

リ ー ス 契 約
対 象 者
対 象 設 備
限 度 額
連 帯 保 証 人
償 還・リ ー ス 期 間

小規模企業者・
創 業 枠  

一 般 枠

返 済 方 法

保 証 金

小規模企業者及び創業者の優遇枠あり！
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